
手続きに必要なもの

□年金手帳
□健康保険・厚生年金資格喪失証明書（または戸籍全部事項証明
書等離婚日が確認できる公的書類）

個々のケースにより必要書類や手続きが違います。 ご不明な点
は右記窓口付近に立っている窓口案内員にお尋ね下さい。

必要書類、手続き等の詳細は担当窓口にお問い合わせ下さい。

必要書類等の詳細は担当窓口にお問い合わせ下さい。

必要書類等の詳細は担当窓口にお問い合わせください

□小児医療証
□対象児童の新しい健康保険証

受給要件、必要書類等は担当窓口にお問い合わせ下さい。
必ず１階１１番で児童扶養手当の相談を済ませてから窓口におこ
し下さい。

手続きの詳細は、各窓口にお問い合わせ下さい。主な手続きのみを掲載しています。その他、ひとり親家庭のご相談窓口については、「ひとり親家庭のしおり」をご覧下さい。

★のついている手続き（裏面も含む）は土曜開庁日（第２、第４土曜日９:００～１２:００）に手続きができます。

離婚届の済んだ後の手続きのご案内（港北区に住民登録している方）

★小児医療証を持っている子の保護者を変
更したい､または加入している健
康保険を変更した(ただし､ひとり親等家庭医
療費助成を受ける場合を除く）

小児医療保護者変更届、加入保険変更届
２階２６番
保険年金課保険係
０４５－５４０－２３５１

ひとり親家庭等医療費助成を申請したい
ひとり親家庭等医療費助成の申請
（小児医療証の返却）

★児童手当を受給する保護者が変更になる
（変更が必要か確認する）

新しい請求者による児童手当認定請求書
の提出等

１階１４番
こども家庭支援課こども家庭係
０４５－５４０－２３４０

保育所等に通っている子がいる方・
利用を申請中の方

世帯変更等の認定変更申請
１階１４番－１
こども家庭支援課保育担当
０４５－５４０－２２８０

お子さんがいる方が離婚した場合

★お子さんの氏を変更したい
氏変更の手続き
（離婚届を出しただけではお子さんの戸
籍は変わりません。）

２階２４番
戸籍課戸籍担当
０４５－５４０－２２５０

児童扶養手当を請求したい 児童扶養手当認定請求書の提出
受給要件、必要書類、手続き等の詳細は担当窓口にお問い合わせ
下さい。

１階１１番
こども家庭支援課こども家庭支援担
当
０４５－５４０－２３２０特別児童扶養手当を受給している 特別児童扶養手当認定請求書等の提出

★厚生年金加入者の被扶養配偶者であった 国民年金被保険者資格取得・異動届
２階２５番
保険年金課国民年金係
０４５－５４０－２３４６

★離婚に伴って氏名と健康保険が変更にな
る

異動届
２階２７番保険年金課保険係
０４５－５４０－２３４９
またはご勤務先

★離婚に伴って住所を異動する 転出届、転居届、転入届

必要書類など詳細は担当窓口にお問い合わせ下さい。
２階２１番戸籍課登録担当
０４５－５４０－２２５４★夫妻が住民登録上同一世帯だが、世帯を

分けたい
住民異動届（世帯分離）

手続きが必要な場合 手続き 担当窓口・連絡先

離婚に伴って氏名または本籍が変更し
た

裏面「氏名または本籍の変更に伴う手続きのご案内」をご覧下さい。



氏名や本籍が変わったときの手続のご案内（戸籍の届出が済んだ方で港北区に住民登録している方）
手続

氏名変更届

年金受給者氏名変更届

氏名変更等

飼い犬の登録事項変更届

原動機付自転車登録変更
届

本籍・氏名変更

切替申請
記載事項変更申請

免許証書換交付申請名簿訂正申
請

本
籍
変
更
し
た
方

運転免許証を持っている □運転免許証  □本籍入の住民票等  詳細は各警察署まで 港北警察署 ０４５－５４６－０１１０

パスポートを持っている
□変更後の戸籍個人事項証明書等
詳細は住所地のパスポートセンターまでお問い合わせ下さい。

神奈川県パスポートセンター
０４５－２２２－００２２

医師・看護師・薬剤師・調理師等免許を
持っている

□戸籍全部事項証明書等     □免許証
手続きの種類によって必要書類は違います。どの免許が区役所での手続き対象になる
かなど、事前にお問い合わせ下さい。
本籍地の都道府県が変更した場合も手続が必要です。

３階３８番  生活衛生課食品衛生係
０４５－５４０－２３７１

犬を飼っている
必要な持ち物はありません。
詳細は右記窓口にお問い合わせ下さい。

３階３９番  生活衛生課環境衛生係
０４５－５４０－２３７３

125ｃｃ以下のバイクを持っている
□（朱肉使用の）印鑑  □標識交付証明書
□本人確認資料（運転免許証等）

３階３２番  税務課市民税担当
０４５－５４０－２２７１

社会保険等に加入している ご勤務先の人事・労務等の担当者にお問い合わせ下さい。 ご勤務先

右欄の被保険者証、手帳、受給者証等を
持っている

氏名変更届

□横浜市国民健康保険被保険者証
□介護保険被保険者証  □後期高齢者医療被保険者証

２階２７番  保険年金課保険係
０４５－５４０－２３４９

□ 親 福祉医療証  □小児医療証  □重度障害者医療証
２階２６番  保険年金課保険係
０４５－５４０－２３５１

□身体障害者手帳  □療育手帳
□自立支援医療受給者証（更生医療）
□特定医療費（指定難病）医療受給者証（電話540-2317）
□障害福祉サービス受給者証

１階１１番  高齢・障害支援課
０４５－５４０－２２３７

□精神保健福祉手帳
□自立支援医療受給者証（精神通院医療）
□障害福祉サービス受給者証

１階１３番  高齢・障害支援課
０４５－５４０－２３７７

□被爆者健康手帳等、被爆者援護支援決定通知書
□被爆者のこども健康診断受診者証

３階３７番  福祉保健課健康づくり係
０４５－５４０－２３６２

★国民年金に加入している
（まだ受給していない）

□年金手帳
(結婚により３号となる方は配偶者のご勤務先で手続をお願いします。）

２階２５番  保険年金課国民年金係
０４５－５４０－２３４６

国民年金を受給している 詳細は年金事務所へご確認ください。
住所地の年金事務所
（港北年金事務所）
０４５－５４６－８８８８

手続が必要な場合 手続に必要なもの 担当窓口

氏名
変更
した
方

★旧姓・旧名で印鑑登録をしている 印鑑登録は自動的に抹消されます。新姓等の印鑑で登録するには新たに印鑑登録申請が必要です。

２階２１番  戸籍課登録担当
０４５－５４０－２２５４

★住民基本台帳カードを持っている

記載事項変更届

□住民基本台帳カード  □(QRコード付カードの場合)４桁の暗証番号

★マイナンバーの通知カード □通知カード                     □本人確認資料

★個人番号カードを持っている □個人番号カード                  □４桁の暗証番号

電子証明書の発行を受けている これまでの電子証明書は失効します。改めて電子証明書の発行申請をする場合は右記窓口へ。
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